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第１章 行政改革の推進について                          
 
  １ 策定の趣旨                                                             

丹波市（以下「本市」という。）では、平成 17（2005）年度に丹波市行政改革大綱

（第１次）を策定し、585項目の取組で約 83億円の改革効果を上げ、平成 22（2010）

年度には丹波市行政改革大綱（第２次）を定め、120 項目の取組で約 71 億円の改

革効果を上げてきました。 

平成 28（2016）年度からは第３次丹波市行政改革プランを策定し、９年間の期間

において、４つの柱として「持続可能な財政の確立」、「効率的・効果的な行政体制の

整備」、「経営資源の有効活用」、「自主財源の確保」を基に、金額に反映しにくい改

革にも取り組み、99 項目の取組で約 17 億円（令和５（2023）年度現在）の改革効果

を生む、行財政運営の基盤の確立に取り組んできました。 

 

令和２（2020）年１月からは、新型コロナウイルス感染症が流行し、緊急事態宣言

が発令されると社会経済や地域コミュニティの活動が停滞し、これまでの社会生活に

なかった３密を避ける「新しい生活様式」が生まれ、ライフスタイルの変化をもたらしま

した。 

これらの要因から広い分野でオンライン化によるデジタル活用が加速し、この流れ

は行政の領域にも広がり、ウェブ会議やテレワークによる業務スタイルが定着しました。

窓口業務では、押印廃止によって手続が簡素化され、業務の効率化と簡略化が進ん

でいます。なお一層、柔軟で機動的な対応が求められることから、業務改革をさらに

推進する必要があります。 

 

また、世界規模の社会情勢の変化による物価高騰や気候変動に伴う大規模災害

に臨機応変に対応する必要があります。今後も少子高齢化による扶助費を含めた社

会保障費※1の増加や税収入の減少による財源不足、さらには人材不足が深刻化す

ることも予想されますが、メリハリのある事業展開を進めます。既存事業の見直しや成

果を重視した効果的な事業に積極的に取り組むことで、市民満足度の高い行政サー

ビスを未来につなぎ、持続可能な行財政基盤を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【分析】 

・総人口は減り続ける。 
・支える世代（ 15～ 64
歳）の減少の要因によ

り、税収入が減少する。 
・支えられる世代（75 歳
以上）の増加の要因に

より、社会保障費が増
加する。 

＜参考資料＞ 
国勢調査、国立社会保
障・人口問題研究所 

令和５（2023）年推計 

（人） 
61,471 

58,014 
54,512 

50,976 
47,426 

43,834 
40,338 

（％） 

（支える世代） （支えられる世代） 
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基本構想
将来像

まなび ときめく 丹（まごころ）の里 ～しあわせ輝く みんなの未来へ～

まちづくりの目標
１ 【こども政策】 楽しむ心がのびのびと育つまち
３ 【安全・安心政策】 みんなでいのちを守るまち
５ 【産業政策】 産業がつながり活力があるまち
７ 【環境政策】 自然と生きる環境にやさしいまち

第４次丹波市行政改革プラン
各種分野別計画の1つ

第３次丹波市総合計画

２ 【活躍政策】 多様な個性が創るまち
４ 【健康福祉政策】 すこやかでしあわせに生きるまち
６ 【くらしの基盤政策】 便利で快適に暮らせるまち
８ 【行財政政策】 市民に開かれた行政を推進するまち

まちづくり目標の１つ

８【行財政政策】市民に開かれた行政を推進するまち

市民と行政が情報を共有し、みんなのしあわせを実現するために、互いの意見を尊
重しながら、柔軟で、効率的かつ効果的な行財政運営を行うまちをめざします。

   ２ 計画の位置づけ                                                         

     将来にわたる安定した行財政基盤の確立 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画期間                                                             

本プランに定める改革の計画期間は、令和７（2025）年度から令和 16（2034）年

度までの 10年間とします。 

 

 

   ４ 推進体制                                                             

全職員が本プランの目的と内容を理解し、全庁的な取組にするとともに、改革を

推進するため、庁内推進組織として「丹波市行政改革推進本部」を設置します。ま

た、職員の改革精神を喚起し、改革すべき事案の検討や調整を行うため、本部内

にプロジェクトチームを設置し、双方で進捗管理を行います。 

 

 

   ５ 検証・公表                                                            

本プランの着実な進捗を図るため、５年目で中間評価を行い、３年目、８年目に

進捗確認を行います。計画期間中であっても見直しが必要な際には、適宜修正を

行います。また、第三者による外部評価※2 を実施し、客観性の確保に努め、本プラ

ンの進捗状況や取組結果については、市ホームページで公表します。 

 
 

★1 参考：第３次丹波市総合計画 

 

★1 
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第２章 基本方針                                       
 

基本方針１  新たな活力創造に向けた様々な主体との連携・協働           
    本市では、平成 22（2010）年度に「参画と協働の指針」★2が策定され、参画と協働に

ついての基本的な姿勢や考え方が示されたことで、協働事業が実施しやすくなりました。

また、翌年度には「自治基本条例」★3が制定され、本市における自治の基本理念及び基

本原則が示されたことで、市民や市議会、行政が連携・協働して、市民が主役のまちづ

くりに向けて推進してきました。 

    しかし、今日における少子高齢化が進む中で、市民生活における多種多様な課題へ

の対応は、様々な主体との連携・協働の視点がさらに重要になります。「補完性の原則※

3」に基づき身近な市民や団体が課題解決に向けて取り組み、多様な主体が連携・協働

することで、まちづくりへの推進に相乗効果を発揮できるよう取り組みます。 

 

 

 

 

（１）多様な主体との連携・協働 

地域の主体となる自治協議会や自治会、これからのまちを担う小中高の児童・

生徒や大学生、市民活動団体※4の多種多様な団体と市が一体となり、魅力あるま

ちづくりの実現に向けて連携・協働することを推進します。また、市は様々な課題や

目的に応じて迅速に取り組めるよう、庁内各部署が横断連携体制のもと行政支援

を行います。       

多様な主体との連携・協働 

主な取組 内容 

課題や取組に応じた連

携・協働 

・地域の主体となる自治協議会や自治会との地域課題

の解決に向けた連携・協働の推進 

・これからのまちづくりを担う小中高の児童・生徒や近

隣の大学生との未来創造に向けた連携・協働の推進 

・市民活動団体との得意分野を活かした魅力あるまち

づくりに向けた連携・協働の推進 

 

（２）民間の得意分野を活かした課題解決 

   業務量調査を通じてコア業務※５とノンコア業務※6 を洗い出し、ノンコア業務のう

ち単純で数量が多い作業や民間の豊富な経験や知識を活かせる業務について

は、市民サービスの向上や業務の効率化につながるよう民間活力の活用を推進し

ます。 

       

 

 

 

 

 

★2 参考：丹波市参画と協働の指針 

 

★3 参考：丹波市自治基本条例 
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民間活力の活用推進 

主な取組 内容 

アウトソーシング※7の推

進 

・他自治体の先進的な取組事例の導入検討 

・部署間に共通する業務の集約化 

・費用対効果のコスト面だけではなく、利用者の満足度

や業務の成果、効率性の重視 

・民間の専門性やノウハウの活用を通じた市民サービ

スの向上 

 
 
 
基本方針２  未来を創造する健全な行財政の確立                         

今後、少子高齢化に伴う社会保障費の増加や税収入の減少、老朽化する公共施設

の維持管理費の増加により経常的経費※8の増加が予想されます。また、庁舎整備やイ

ンフラ整備、施設の長寿命化対策に伴う投資的経費※9の増加が見込まれ、財政状況★4

が厳しくなることが予想されます。 

さらに人材不足が深刻化する見込みであり、正規職員においては、職員の定員適正

化計画に基づく削減もありますが、合併以降 20年間で約 26％（222人）減となっていま

す。職員が減少していく中においても、より質の高い行政サービスを提供することが求め

られており、業務の効率化を図るとともに人件費を適正に保つことが必要となっています。 

これらの状況において、財源確保はこれまで以上に創意工夫をする必要があります。

預金による資金運用だけでなく、金融市場の動向を踏まえて市債※10発行による資金調

達と確実かつ有利な方法による資金運用を推進します。 

自主財源として、ふるさと納税制度による寄附額が年々増加傾向にあることから、本

市の魅力をさらに発信し、寄附額の増加につながるよう重点的に推進します。 

また、ネーミングライツ※11の拡充・推進や手数料、使用料については、社会情勢や市

民の利用状況を考慮しながら制度の見直しを行います。 

 

 

 

 

（１）市民サービスの維持・向上に向けた自主財源の確保 

少子高齢化の影響による扶助費※12 を含めた社会保障費の増加や税収入の減

少が予想されることから、歳出においては、引き続きスクラップ＆ビルド※13 による事

業の見直しを徹底するとともに、安全かつ有利な資金運用や国県の財源活用によ

る財源確保に積極的に取り組み、メリハリのある行財政運営を推進します。 

①安全かつ有利な資金運用 

主な取組 内容 

債券運用※14 と市債の繰

上償還 

・基金の安全かつ計画的な債券運用の推進 

・共同発行方式※15（例：SDGs債（ESG 債）※16）によ

る資金調達の検討 

・将来の利子負担軽減に向けた市債の繰上償還 

 

★4 参考：財政収支見通し 
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②国県をはじめ有効かつ有利な財源の積極的な活用 

主な取組 内容 

積極的な財源の活用 ・国や県の有効な財源の積極的な活用 

・事業と財源を一体化させた予算措置 

 

③自主財源の確保 

主な取組 内容 

ふるさと納税制度への積

極的な取組 

 

 

・積極的な取組に向けた人員の重点配置 

・企業版ふるさと納税※17の拡充 

・寄附額の増加に向けた新規返礼品の開拓 

・寄附者に訴求できる本市の魅力をより効果的に伝え

る PR 方法の検討 

ネーミングライツの拡

充・推進 

・契約者の PR効果がさらに拡充できるよう、本市との

連携事業を通じたネーミングライツの価値向上 

・ネーミングライツの拡充・推進に向けた民間事業者の

提案制度の導入 

手数料・使用料の見直し ・社会経済情勢の変化や利用者の利便性向上、受益者負

担の原則を踏まえた定期的な見直し 

・現行サービスの再点検を含めた見直し 

 

 

 

 

 

（件数） （寄附額：万円） 
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（２）ＤＸ※18が浸透する仕組の構築 

第３次丹波市行政改革プラン★5 による取組の結果、キャッシュレス決済の導入

やローコードツール※19の活用など ICT※20の積極的な活用により、市民の利便

性の向上と効率的な業務の遂行を実現している取組が増えてきました。双方の

さらなる向上を目指すには、デジタル技術の活用の幅を広げるとともに業務や組

織、プロセスを見直すことで、市民に新しい価値を提供するＤＸの推進が必要で

す。 

また、重要な取組を推進する際には、タスクフォース※21やプロジェクトチーム※22

を設置し、庁内横断的な組織体制で着実に実施します。 

 

 

 

 

①効果や効率化を常に意識したＤＸの推進 

主な取組 内容 

効果や効率化を常に意識

したＤＸの推進 

・AI※23 や ICT ツールの活用による市民の利便性向上

と業務の効率化の推進 

（例：電子決裁、手続のオンライン化、ペーパーレス化）  

「ムリ・ムダ・ムラ」をな

くす視点に基づいた業務

改革（BPR※24） 

・業務量調査を通じて業務を可視化し、業務の最適化に

向けた業務改革（BPR）の推進 

 

 

②窓口改革による市民サービスの向上 

主な取組 内容 

「書かない窓口」※25・「行

かない窓口」※26の推進 

 

・行政手続の書く手間をなくすようデジタル技術を活

用した「書かない窓口」の取組や行政手続のオンライン

化「行かない窓口」の推進 

・「行かない窓口」の推進に向けた窓口サービスの見直

し検討 

市民目線による窓口改革 ・相談や手続内容に配慮し、プライバシーを確保した窓

口の設置 

・申請者が各課に回らなくてよい窓口対応 

（例：ワンストップ窓口※27（本庁舎）） 

・市民の待ち時間０（ゼロ）に向けた取組と事務の効率化 

（例：来庁予約制度） 

 

 

 

 

 

 

 

★5参考：第３次丹波市行政改革プラン 
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基本方針３  行政機能の最適化を見据えた適切な公共施設マネジメントの確立 

合併後 20 年が経過し、各庁舎を含めた公共施設の老朽化対策は、今後の財政運

営において重要な位置づけとなります。庁舎整備には、維持・修繕にかかる費用に加え

て、今後のデジタル技術による業務の効率化や、オンライン申請による「行かない窓口」

の整備を考慮しながら、慎重かつ最適な対応を長期的な視点で推進する必要があり

ます。 

既存の公共施設マネジメント※28★6 においては、活用できる施設と活用できない施設

を区別しながら、最適な資源活用を検討します。また、人材不足が深刻となる技術職の

配置を考慮し、ＰＰＰ※29（官民連携）による民間活力を最大限に活かしながら、安全か

つ最適な維持管理、財産活用を推進します。 

 

 

 

（１）庁舎整備の検討 

   各庁舎の耐用年数とあわせて、ＤＸの推進による最適な庁舎のあり方を検討し

ます。また、次世代に負担を残さないよう長期的な視点に立った持続可能な庁舎

整備を目指します。 

①本庁舎のあり方 

主な取組 内容 

庁舎整備に向けた検討 ・ＤＸの推進による市民サービスの向上やオンラインの

業務環境を踏まえ、庁舎整備の方向性・ビジョンを明確

にした最適な庁舎整備の検討 

 

②支所のあり方 

主な取組 内容 

支所業務の最適化 ・ＤＸの推進により業務の効率化を図るとともに、庁舎整

備を考慮した支所業務の最適化の検討 

 

（２）将来を見据えた公共施設マネジメント 

  民間の専門的な技術を最大限活用した安全かつ最適な維持管理と、経営資

源としての施設の有効活用を推進します。 

①包括施設管理※30の実施 

主な取組 内容 

包括施設管理の実施 ・民間の創意工夫やノウハウ、専門的な技術の活用によ

り、効率的な公共施設の維持管理と安全性の向上に向け

て実施 

 

 ②指定管理者制度※31の見直し 

主な取組 内容 

指定管理者制度の見直し ・指定管理期間の長期化や指定管理者の自由度をさら

に高めた魅力のある制度の構築 

 

★6 参考：丹波市公共施設等総合管理計画 



- 8 - 

 

  ③既存施設のあり方 

主な取組 内容 

活用予定がない施設や土

地の貸付や処分 

・具体的な活用予定がない施設や土地は、民間への積極

的な売却や貸付の推進 

 

 

 

基本方針４  働きがいのある環境づくりと意欲・能力を伸ばす人材育成      

人材という経営資源を豊かにするためには、人材育成は重要な位置づけであり、今

後の人材不足による少数精鋭の時代に向けて人材への投資は必要不可欠です。 

仕事へのやりがいや働きがいを高め、モチベーションを向上させることで、優

れた人材の離職を防ぎ、能力を最大限に発揮しながら活躍できる組織を目指し

ます。そのため、各職場における人材マネジメント※32を効果的に推進します。 

 

（１）ワークライフバランス※33や円滑なコミュニケーションを意識した職場環境づくり 

職員がいきいきした職場環境の最適化を図るために、必要な制度や効果的な

環境づくりを推進します。 

①ワークライフバランスの推進 

主な取組 内容 

多様かつ柔軟な働き方の

推進 

・職員一人ひとりのライフスタイルに応じた柔軟かつ

多様な働き方による効率的かつ効果的な業務スタイル

の推進 

（例：時差出勤やテレワーク、サテライト勤務※34、フ

レックスタイム制度※35） 

・ABW※36（アクティビティ・ベースド・ワーキング）

の導入検討 

 

②風通しの良い職場環境の整備 

主な取組 内容 

積極的なコミュニケーショ

ンの推進 

・職員が発言・行動しやすい心理的安全性の高い職場づ

くりの推進 

・フリーアドレス※37化を含めた風通しの良い職場環境

の構築 

 

（２）職員の意欲・能力を伸ばす人材育成 

職員の能力を最大限に発揮できるよう適材適所の人員配置や、職員の成長

を促す育成手法の充実を図ることで人材育成を推進します。 

    ①職員の意欲と適性を考慮した人員配置と研修機会の確保 

主な取組 内容 

適材適所の人員配置 

 

・職員が高いモチベーションを保てるよう職員の適性

や能力を考慮した人員配置の推進 
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主な取組 内容 

職員の成長を促す育成手

法の充実 

・職員が主体的にスキルアップに取り組み、自らがキャ

リア形成できるよう多様な研修機会の確保 

 

    ②組織力向上に向けた職場マネジメント※38 

主な取組 内容 

管理職による職場マネジ

メントの推進 

 

・仕事へのやりがい・働きがいを高め、モチベーション

の向上につながるような組織目標の設定 

・各職員の持つ知識・能力を考慮した職場マネジメント

の推進 

挑戦しやすい風土の醸成 ・トライ＆エラー※39の視点による人材育成の推進 

・ボトムアップの挑戦しやすい風土の醸成 
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用語解説 

※１ 社会保障費 

医療・介護の自己負担分以外の給付額や年金の受給額など、社会保障制度によって国や地方公共団体

から市民に給付される金銭・サービスの年間合計額。 

※２ 外部評価 

第三者による客観的な視点で評価すること。 

※３ 補完性の原則 

身近な問題・課題については、それらを最もよく知っている市民同士が話し合い解決策を提案、実践して

いくのが望ましく、地域で解決が困難なものや広域的な案件はより広い範囲で取り組む、という段階的に

課題に取り組むという考え方。行政は地域の活動を支援・補完していくという役割を持つ。 

※4 市民活動団体 

特定の目的を持って活動する団体で、公共の利益や社会貢献を目的として、主体的・自主的に取り組む

団体をいう。特定非営利活動法人（ＮＰＯ）や一般社団法人、一般財団法人等も含む。 

※5 コア業務 

    業務の性質上、正規職員が担う必要のある業務や判断を必要とする業務。 

※6 ノンコア業務 

マニュアル化された定型業務や単純作業、また、専門性を有する業務で、外部の専門的な知識により効果

が発揮できる業務。 

※7 アウトソーシング 

「外部委託」と和訳し、業務の一部を外部の民間企業に委託すること。民間企業が持つ経営資源を活用

し、行政組織の簡素化を図るとともに、高い専門性から市民サービスを向上させること。 

※8 経常的経費 

年々規則的に支出される経費で、人件費、扶助費、公債費、物件費、維持修繕費、補助費等を指す。これ

に対し、建設事業費、積立金、出資金・貸付金等、繰出金のように、その年度の財源と経済情勢によって変

動する経費群を「臨時的経費」と呼ぶ。 

※9 投資的経費 

道路、橋りょう、公園、学校、公営住宅の建設等社会資本の整備に要する経費で、その効果が長期間にわ

たって持続する経費。これには、普通建設事業費、災害復旧事業費など行政水準の向上に直接寄与する

経費が含まれる。 

※10 市債 

主に市が公共施設の整備など、建設事業を行うために必要な資金を国や金融機関などの外部から調達

するいわゆる借入金のこと。 

※11 ネーミングライツ 

「命名権」とも呼ばれ、市と民間団体等との契約により、市の施設等に愛称等を付与させる代わりに、当該

団体からその対価等を得て、施設等の持続的な運営を行う手法。 

※12 扶助費 

社会保障制度の一環として、各種法令（生活保護法、児童福祉法、老人福祉法など）や市独自の制度に

基づき、障害者・高齢者・児童などに対してその生活を維持するために支出する経費。 

※13 スクラップ＆ビルド 

行政組織は肥大化する傾向にあり、新規の需要に対応して新たな事業に取り組む際には、既存の事業を

改廃し、全体として事業の増大を防ぐこと。 

※14 債券運用 

金融機関への預金のほかに、国債、地方債等の公共債の購入といった確実かつ有利な方法で運用して

利子収入を得ること。 
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※15 共同発行方式 

複数の地方公共団体が共同して地方債を発行する方式。発行した地方債の元利金償還については、参

加団体が連帯して債務を負う。 

※16 SDGｓ債（ＥＳＧ債） 

一般に環境改善や社会貢献に何らかの効果のある事業を資金使途とする債券。 

SDGs…Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標 

ESG…Environment（環境）、Social（社会）、Governance（企業統治） 

※17 企業版ふるさと納税 

正式名称は「地方創生応援税制」。国が認定した地方公共団体の地方創生の取組に対し、企業が寄付

を行った場合に、法人関係税から税額控除する制度。 

※18 DX 

    Digital Transformation の略称。最先端のデジタル技術を行政手続や行政内部のデータ連携などに

活用し、組織改革を通じて市民の利便性向上と業務効率化を図るもの。 

※19 ローコードツール 

   従来の複雑な手書きのコンピュータ・プログラミングの代わりに、視覚的な設定を通じてアプリケーション・

ソフトウェアを作成するツール。 

※20 ICT 

Information and Communication Technologyの略称。パソコンだけでなくスマートフォンやスマート

スピーカーなど、様々な形状のコンピュータを使った情報通信技術。 

※21 タスクフォース 

    政策課題解決と実践、柔軟かつ迅速な対応などを目的とし、職員のアイディアと行動力を活用した課題解

決の手法で、特別に編成した横断的な庁内組織を指す。 

※22 プロジェクトチーム 

    特定の課題や目標に対して、庁内で一定期間取り組むために編成されたチームや活動。緊急性や取組の

期間はプロジェクトによって異なり、長期的な課題解決を目的とする場合もある。 

※23 AI 

    Artificial Inteｌligence の略称。人工知能と和訳し、人が実現する様々な知覚や知性を人工的にコンピ

ュータが再現するもの。 

※24 BPR 

    Business Process Reengineering の略称。業務改革と和訳し、業務本来の目的に向かって、既存の

組織や制度、業務フローなど根本的に見直し再構築する手法。 

※25 書かない窓口 

    デジタルに不慣れな方が市役所の窓口に来られた際に、デジタル技術を活用することで、市民サービスの

向上や職員の負担を軽減しつつ、マイナンバーカードのメリットを享受できる取組。 

※26 行かない窓口 

市民や民間事業者がスマートフォンやパソコンなどを使った電子申請により、市役所の窓口に行かずに行

政手続ができる取組。 

※27 ワンストップ窓口 

引越しや出産、おくやみなどのライフイベントに関連する手続のために市役所を訪れた際に、「１か所の窓

口」で受け付けることができる取組。 

※28 公共施設マネジメント 

    公共施設等を市の資産として捉え、経営的な視点から分析・検討することで最適化を図り、適切に維持管

理していくための手法。 
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※29 PPP 

Public Private Partnership の略称。官民連携と和訳し、公共施設等の建設、維持管理、運営等を行

政と民間が連携して行うことにより、民間の創意工夫等を活用し、財政資金の効率的使用や行政の効率

化を図るもの。指定管理制度や包括施設管理、PFI（Private Finance Initiative：ＰＦＩ法に基づき公

共施設等の建設、運営等を民間資金、経営及び技術的能力を活用して行う手法）など様々な方式をいう。 

※30 包括施設管理 

複数の公共施設の維持管理業務を包括的に委託管理することによって、統一した考え方による適切な維

持保全を実現するための維持管理の手法。 

※31 指定管理者制度 

公の施設の管理・運営を、民間事業者等に包括的に代行してもらう制度。民間事業者等が有するノウハウ

を活用することにより、市民サービスの質の向上を図っていくことが目的。 

※32 人材マネジメント 

    経営資源である「ヒト」の管理と活用をする人事戦略。 

※33 ワークライフバランス 

「仕事と生活の調和」と和訳し、「国民一人ひとりがやりがいや充実感を持ちながら働き、仕事上の責任を

果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多

様な生き方が選択・実現できる社会」のこと。 

※34 サテライト勤務 

    本来の勤務地とは異なった勤務地において業務を行うこと。 

※35 フレックスタイム制度 

労働者が⽇々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることによって、⽣活と業務との調和を図りながら

効率的に働くことができる制度。 

※36 ABW 

Activity Based Workingの略称。個人やチームが置かれた状況等に応じて柔軟に働く場所と時間を選

択することができるワークスタイル。 

※37 フリーアドレス 

固定席を設けずに、職員がその日の業務内容や目的に応じて自由な席を選んで働くワークスタイル。 

※38 職場マネジメント 

現在の職場環境をより良くするために職場をまとめたり、調整したりすること。管理職の関わりにより部下

の働き方に変革をもたらすこと。 

※39 トライ＆エラー 

目的を達成するために様々な方法を試し、失敗を繰り返すなかで成功に近づけていくこと。 
 


